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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに可動の第１要素および第２要素のうち一方に周期的に構成されたパターン列を有
するスケールと、
　前記第１要素および前記第２要素のうち他方に構成された、前記パターン列に対応する
信号を出力する複数の検出素子を含む検出手段と、
　前記複数の検出素子からそれぞれ出力された複数の信号の第１の組み合わせにより得ら
れた第１信号と、前記第１の組み合わせとは異なる、前記複数の信号の第２の組み合わせ
により得られた第２信号とを選択的に生成する生成手段と、
を有し、
　前記生成手段は、前記第１の組み合わせにより、前記第１信号として、前記検出手段お
よび前記スケールのうち一方の他方に対する位置に対応する、第１範囲内で変化する値を
有する信号を生成し、
　前記生成手段は、前記第２の組み合わせにより、前記第２信号として、前記検出手段に
異常がない場合に、前記位置にかかわらず、変化しない値、または前記第１範囲より小さ
い第２範囲内で変化する値を有する信号を生成し、
　前記生成手段は、前記第２の組み合わせにより、前記複数の信号のうちの１つを、前記
１つとは位相が２ｎπ（ｎは正の整数）だけ異なる、前記複数の信号のうちの他の１つか
ら差し引く、
ことを特徴とする位置検出装置。
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【請求項２】
　前記第１信号は、前記位置に基づき、前記第１範囲内で周期的に変化する値を有する信
号を含むことを特徴とする請求項１に記載の位置検出装置。
【請求項３】
　前記第２信号は、前記位置に依存して変化しない信号を含むことを特徴とする請求項１
又は２に記載の位置検出装置。
【請求項４】
　前記第２信号に基づいて、前記検出手段に異常があるかを判断する処理手段を有するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項５】
　前記処理手段は、前記第２信号の値が、ある範囲から外れた場合に、前記検出手段に異
常があると判断することを特徴とする請求項４に記載の位置検出装置。
【請求項６】
　前記処理手段は、前記検出手段に異常があると判断した場合に、該異常を通知すること
を特徴とする請求項４又は５に記載の位置検出装置。
【請求項７】
　前記スケールは、互いに異なる複数の周期でそれぞれ構成された複数のパターン列を有
し、
　前記第１信号は、前記位置によって、互いに異なる複数の周期でそれぞれ変化する、前
記複数のパターン列に対応する複数の信号を含むことを特徴とする請求項１乃至６のうち
いずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項８】
　前記スケールは、互いに異なる複数の周期でそれぞれ構成された複数の反射パターン列
を有し、
　前記検出手段は、前記複数の反射パターン列により反射された光を検出する、
ことを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記第１の組み合わせにより、前記第１信号として、値が増幅された
信号を生成し、
　前記生成手段は、前記第２の組み合わせにより、前記第２信号として、値が相殺された
信号を生成する、
ことを特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項１０】
　可動光学部材と、
　前記可動光学部材の位置を検出する請求項１乃至９のうちいずれか１項に記載の位置検
出装置と、
を備えることを特徴とするレンズ装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のレンズ装置と、
　カメラ装置と、
を備えることを特徴とする撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置検出装置、特に絶対位置を検出する絶対位置検出装置及びそれを有する
レンズ装置、撮影装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、物体の移動距離を測定するための位置検出装置において、キズやゴミ等の異常を
検知する技術が知られている。
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【０００３】
　特許文献１には、パターン配列を読み込むことで絶対位置を取得する位置検出装置にお
いて、パターン読み込み領域より大きいセンサーを持ち、パターン異常発生時に読み取り
領域を前後して読み取ることで正しい位置を取得する位置検出装置が開示されている。
【０００４】
　また特許文献２には、異常が生じていないと判定された領域のみを利用して位置を測定
する位置検出装置が開示されている。異常が生じているか否かの判定は、各周期信号の比
較を行うことで実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３９７２７号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４７８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の技術は、パターン配列を読み込むことで絶対位置を取得するエンコ
ーダにのみ適応可能な技術であり、インクリメンタル方式のエンコーダやバーニア方式で
絶対位置を取得するエンコーダには適用できない。
【０００７】
　特許文献２に記載の技術では、周期の幅と同じサイズのキズやゴミの場合、各周期信号
に対して同程度にゴミの影響が現れるため、比較を行っても異常を検知できないという課
題がある。
【０００８】
　本発明は、例えば、異常の検知に有利な位置検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の位置検出装置は、互いに可動の第１要素および第２要素のうち一方に周期的に
構成されたパターン列を有するスケールと、前記第１要素および前記第２要素のうち他方
に構成された、前記パターン列に対応する信号を出力する複数の検出素子を含む検出手段
と、前記複数の検出素子からそれぞれ出力された複数の信号の第１の組み合わせにより得
られた第１信号と、前記第１の組み合わせとは異なる、前記複数の信号の第２の組み合わ
せにより得られた第２信号とを選択的に生成する生成手段と、を有し、前記生成手段は、
前記第１の組み合わせにより、前記第１信号としては、前記検出手段および前記スケール
のうち一方の他方に対する位置に対応する、第１範囲内で変化する値を有する信号を生成
し、前記生成手段は、前記第２の組み合わせにより、前記第２信号として、前記検出手段
に異常がない場合に、前記位置にかかわらず、変化しない値、または、前記第１範囲より
小さい第２範囲内で変化する値を有する信号を生成し、前記生成手段は、前記第２の組み
合わせ、前記複数の信号のうちの１つを、前記１つとは位相が２ｎπ（ｎは正の整数）だ
け異なる、前記複数の信号のうちの他の１つから差し引く、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、例えば、異常の検知に有利な位置検出装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態の構成ブロック図
【図２】位置検出装置の断面図
【図３】第１実施形態のスケールの平面図
【図４】受光部の平面図
【図５】受光部と反射光の関係を示す図
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【図６】第１実施形態の受光部の使用方法と反射光の関係を示す図
【図７】受光部の使用方法と反射光のゴミの影響を示す図
【図８】第１実施形態における位置検出装置の動作フローチャート図
【図９】第１実施形態の派生形である受光部の使用方法を示す図
【図１０】第２実施形態の構成ブロック図
【図１１】第２実施形態のスケールの平面図
【図１２】第２実施形態の受光部の使用方法と反射光の関係を示す図
【図１３】異常検知のための閾値生成のフローチャート図
【図１４】閾値算出における異常検知信号を示すグラフ
【図１５】第２実施形態における位置検出装置の動作フローチャート図
【図１６】異常判断における異常検知信号を示すグラフ
【図１７】受光部の使用方法と反射光のゴミの影響を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１３】
　以下、図１～９を用いて、本発明の位置検出装置の第１の実施例を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の位置検出装置における実施例１の構成ブロック図である。図１におい
て、発光部101はＬＥＤ等で構成された光源であり、スケール102へ光を射出する。スケー
ル102は、発光部101からの光を受光部103へと反射する。本実施例において、発光部101と
受光部103とで検出手段を構成している。受光部103は、スケール102からの反射光を電気
信号へと変換する光センサーである。なお、スケール102及び受光部103についての詳細な
説明は後述する。
【００１５】
　生成手段104は、受光部103の信号から、可動要素の位置に応じた周期信号や、スケール
102または受光部103の異常を判断するために必要な異常検知信号を選択的に生成する生成
手段である。
【００１６】
　切替え手段105は、生成手段104にて生成する信号を、周期信号とするか異常検知信号と
するかを切替える切替え手段である。切替えは、外部からの信号により決定され、たとえ
ば端子が０Ｖである場合は周期信号を、３Ｖである場合は異常検知信号を出力するよう切
替える。
【００１７】
　なお、生成手段104及び切替え手段105における周期信号の生成及び異常検知信号の生成
についての詳細は後述する。
【００１８】
　出力手段106は、生成手段104により生成された信号を出力する出力手段である。本実施
例では、通常のインクリメンタルエンコーダと同様に、Ａ相、Ｂ相の２つの信号を同時に
出力することが可能である構成とする。
【００１９】
　10はエンコーダであり、可動要素11及び固定要素12を有する。可動要素11にはスケール
102が含まれ、固定要素12には、発光部101、受光部103、信号生成手段104、切替え手段10
5、出力手段106が含まれる。
【００２０】
　取得手段107は、切替え手段105を制御し、所望の信号を出力手段106から取得する取得
手段である。
【００２１】
　位置算出手段108は、取得手段107により取得した信号を元に、可動要素11の位置を算出
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する位置算出手段である。位置の算出については、通常のインクリメンタルエンコーダと
同様の処理であるため説明を省略する。
【００２２】
　異常判断手段109は、取得手段107により取得した信号を元に、エンコーダ10に異常があ
るかを判断する異常判断手段である。異常判断手段109による異常判断については後述す
る。
【００２３】
　通知手段110は、異常判断手段が異常と判断した際にユーザに通知する通知手段であり
、例えばＬＥＤである。
【００２４】
　なお、取得手段107、位置算出手段108、異常判断手段109は、例えば１つのＣＰＵ13で
実現される。
【００２５】
　まず、エンコーダ10の詳細な構成及び信号生成についての説明を行う。
【００２６】
　図２は本実施例におけるエンコーダ10の断面図である。なお、図１のブロック図に相当
する構成要素に対しては同符号を付し、一部説明を省略する。
　図２において、可動要素11は、紙面に垂直方向となるＸ軸方向に可動する可動部である
。
【００２７】
　スケール102は等間隔のトラックパターン201を有する。受光部103は、トラックパター
ン201により反射された発光部101からの光を受光するための受光部であり、例えばフォト
ダイオードアレイで構成される。信号処理回路202は、生成手段104、切替え手段105、出
力手段106を含む。なお、本実施例においては、可動要素11にスケール102を備え、固定要
素12に発光部101及び受光部103を備える構成を例示した。しかし、勿論これに限定される
ことはなく、固定要素及び可動要素の内の一方にスケール102を、他方に発光部101及び受
光部103を備える構成としてもよい。後述する実施例においても同様である。
【００２８】
　図３は、本実施形態におけるスケール102の平面図である。図３では反射型のスリット
パターン（反射パターン列）を一例として示している。スケール102は、トラックパター
ン201を備えて構成されている。トラックパターン201の反射部（黒塗り部）に発光部101
から出射した光が入射すると、受光部103に向けてそれぞれ反射するような構成となって
いる。トラックパターン201の反射部は、固定要素に対する可動要素の移動方向に間隔P1
で等間隔に周期的に形成されている。本実施例では、間隔P1は、スケールの全長Lmaxに対
して反射部が３９個、つまり全長Lmaxに対して３９周期となるように構成されている。
　　　P1＝Lmax / 39
【００２９】
　図４は、受光部103の平面図である。受光部103には水平方向（スリットパターン（反射
パターン列）の配列方向）に１６個のフォトダイオード401～416（複数の検出素子）が等
間隔に配置されている。本実施例では、受光部103内の４個のフォトダイオードの間隔（
例えばフォトダイオード401から404の間隔）がトラックパターン201の反射部の間隔P1の
２倍であることを前提に説明する。ここで、発光部101からトラックパターン201の反射部
の距離の２倍は、発光部101から受光部103の距離であるため、受光部103で受光する反射
光の幅は、反射部の２倍の幅となる。図５は、受光部103と、トラックパターン201により
反射された反射光501の関係を示した図である。このように、受光部103内の４個のフォト
ダイオードのＸ方向（スリットパターン（反射パターン列）の配列方向）の幅は、トラッ
クパターン201により反射された反射光501のパターンの１周期分に相当する。
【００３０】
　トラックパターン201で反射された発光部101からの光を、受光部103で受光すると、各
フォトダイオード401～416は、前記受光した光量に応じた光電流を電流電圧変換器で電圧
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に変換した電圧信号sig01～sig16を出力する。
【００３１】
　ここで、電圧信号sig01をトラックパターン201の周期に対する位相θで次のように表す
ことができる。
　　　sig01＝a1×sinθ＋s1
　ここでa1、s1はそれぞれ振幅とオフセットである。
【００３２】
　すると、信号sig02は、次のように表すことができる。
　　　sig02＝a1×sin(θ＋(1/2×P1 / (2×P1))×(2×π))＋s1
　　　　　 ＝a1×cosθ＋s1
【００３３】
　同様に、信号sig03～sig16は次のように表すことができる。
　　　sig03＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig04＝a1×(－cosθ)＋s1
　　　sig05＝a1×sinθ＋s1
　　　sig06＝a1×cosθ＋s1
　　　sig07＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig08＝a1×(－cosθ)＋s1
　　　sig09＝a1×sinθ＋s1
　　　sig10＝a1×cosθ＋s1
　　　sig11＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig12＝a1×(－cosθ)＋s1
　　　sig13＝a1×sinθ＋s1
　　　sig14＝a1×cosθ＋s1
　　　sig15＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig16＝a1×(－cosθ)＋s1
【００３４】
　続いて、生成手段104における周期信号（第１の信号）の生成及び異常検知信号（第２
の信号）の生成について説明する。
【００３５】
　生成手段104は、切替え手段105により周期信号の生成に切替えられると、図６（ａ）で
示すように、受光部103からの信号sig01～sig16から、次の式で示すように信号A1及び信
号B1を生成する。
　　　A1＝a2×(sig01－sig03＋sig05－sig07＋sig09－sig11＋sig13－sig15)＋s2
　　　　＝a2×(8×a1×sinθ)＋s2
　　　B1＝a2×(sig02－sig04＋sig06－sig08＋sig10－sig12＋sig14－sig16)＋s2
　　　　＝a2×(8×a1×cosθ)＋s2
【００３６】
　ここでa2、s2はそれぞれ振幅とオフセットである。これらは出力信号A1及びB1が１．５
Ｖを中心に０Ｖ～３Ｖの範囲に収まるように設計されている値であり、たとえば次の式で
表すことができる。
　　　a2＝3 / (8×a1×2)
　　　s2＝1.5Ｖ
【００３７】
　これにより、トラックパターン201に対して電圧が増幅するように信号A1及びB1を生成
し、互いに90°位相のずれたトラックパターン201の周期信号A1及びB1を生成することが
できる。
【００３８】
　続いて、次に生成手段104における異常検知信号の生成について説明する。
生成手段104は、切替え手段105により異常検知信号の生成に切替えられると、図６（ｂ）
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で示すように、受光部103からの信号sig01～sig16のうち、次の式で示すように信号A2及
び信号B2を生成する。
　　　A2＝a2×(sig01＋sig02＋sig03＋sig04－sig09－sig10－sig11－sig12)＋s2
　　　　＝s2
　　　B2＝a2×(sig05＋sig06＋sig07＋sig08－sig13－sig14－sig15－sig16)＋s2
　　　　＝s2
【００３９】
　これにより、トラックパターン201に対して電圧が打ち消し合うように信号A2及びB2を
生成することができ、位相θによらずs2で一定となる信号を生成することができる。
【００４０】
　一方、図７に示すようにトラックパターン201にごみが付着した場合、反射光501にゴミ
の影響601が現れる。この場合の電圧信号sig01～sig16は次のようになる。
　　　sig01＝a1×sinθ＋s1
　　　sig02＝a1×cosθ＋s1
　　　sig03＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig04＝a1×(－cosθ)＋s1
　　　sig05＝a1×sinθ＋s1
　　　sig06＝a1×cosθ＋s1＋e1
　　　sig07＝a1×(－sinθ)＋s1＋e2
　　　sig08＝a1×(－cosθ)＋s1＋e3
　　　sig09＝a1×sinθ＋s1＋e4
　　　sig10＝a1×cosθ＋s1＋e5
　　　sig11＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig12＝a1×(－cosθ)＋s1
　　　sig13＝a1×sinθ＋s1
　　　sig14＝a1×cosθ＋s1
　　　sig15＝a1×(－sinθ)＋s1
　　　sig16＝a1×(－cosθ)＋s1
　ここで、e1～e5はゴミによる信号への影響である。
【００４１】
　すると、周期信号A1及びB1は次のようになる。
　　　A1＝a2×(sig01－sig03＋sig05－sig07＋sig09－sig11＋sig13－sig15)＋s2
　　　　＝a2×(8×a1×sinθ－e2＋e4)＋s2
　　　B1＝a2×(sig02－sig04＋sig06－sig08＋sig10－sig12＋sig14－sig16)＋s2
　　　　＝a2×(8×a1×cosθ＋e1－e3＋e5)＋s2
　このように、周期信号A1及びB1にゴミによる信号への影響が現れる。
【００４２】
　一方、異常検知信号A2及びB2は次のようになる。
　　　A2＝a2×(sig01＋sig02＋sig03＋sig04－sig09－sig10－sig11－sig12)＋s2
　　　　＝a2×(－e4－e5)＋s2
　　　B2＝a2×(sig05＋sig06＋sig07＋sig08－sig13－sig14－sig15－sig16)＋s2
　　　　＝a2×(e1＋e2＋e3)＋s2
　このように、異常がなければ位相θによらずs2で一定となる信号に対して、ゴミによる
信号への影響が現れるため、異常検知信号A2及びB2を用いて異常の検知が可能となる。
【００４３】
　続いて、取得手段107における信号取得、及び異常判断手段109による異常判断を含めた
、位置検出手段における動作フローを説明する。
【００４４】
　図８に位置検出手段における動作フローを示す。
【００４５】
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　S801で処理を開始し、S802に進む。
　S802では取得手段107が切替え手段105に、出力手段106からの出力信号を異常検知信号
に切り替えるよう設定し、S803に進む。具体的には、切替え手段105に３Ｖの信号を与え
る。
　S803では、取得手段107が出力手段106から、異常検知信号である信号A2及びB2を取得し
、S804に進む。
　S804では取得手段107が切替え手段105に、出力手段106からの出力信号を周期信号に切
り替わるよう設定し、S805に進む。具体的には、切替え手段105に０Ｖの信号を与える。
　S805では、取得手段107が出力手段106から、周期信号である信号A1及びB1を取得し、位
置算出手段108が信号A1及びB1から位置を算出したのちS806に進む。
　S806では、異常判断手段109が信号A2及びB2から、出力手段106により出力された信号に
異常があるかを判断し、異常がある場合はS807へ、異常がない場合はS808へ進む。異常判
断手段109は、A2≒B2≒1.5Ｖであるとき正常と判断し、そうでない場合は異常と判断する
。
　S807では、通知手段110によりユーザに異常を通知し、S808へ進む。具体的には、異常
通知用のＬＥＤを点灯させる。
【００４６】
　以上により、位置検出手段はエンコーダ10の異常を検知し、ユーザに異常を通知するこ
とができる。
【００４７】
　以上のように、エンコーダ10により異常検知信号A2及びB2を生成することで、位置検出
手段はエンコーダ10の異常の検知が可能となる。なお、異常検知信号A2及びB2の振幅は周
期信号A1及びB1に比べ小さいので、異常検知信号を出力する際はゲインを上げて、ゴミに
よる影響を検知しやすくするようにしてもよい。
【００４８】
　また、異常検知信号の生成は、本実施例の方法に限らず、図９（ａ）～（ｄ）に例示す
るような、位相θによらず一定となる信号を生成するようにすれば良い。
【実施例２】
【００４９】
　続いて、図１０～図１７を用いて、本発明の位置検出装置の第２の実施例を説明する。
【００５０】
　図１０は、本発明の位置検出装置における実施例２の構成ブロック図である。実施例１
における構成ブロック図である図１と同様の構成には同符号を付し、説明を省略する。
スケール1002は、トラックパターンが実施例１と異なり、２種類のトラックパターンが多
重されたトラックパターンとなっている。詳細については後述する。
【００５１】
　信号生成手段1004は、スケール1002に多重された２種類のトラックパターンから生成さ
れるそれぞれのトラックパターンに対応する２種類の周期信号と、異常検知信号を生成す
る信号生成手段である。
【００５２】
　切替え手段1005は、生成手段1004にて生成する信号を、第１の周期信号とするか、第２
の周期信号とするか、異常検知信号とするかを切替える切替え手段である。
【００５３】
　なお、生成手段1004及び切替え手段1005における周期信号の生成及び異常検知信号の生
成についての詳細は後述する。
【００５４】
　異常判断手段1009は、取得手段107により取得した信号を元に、エンコーダ10に異常が
あるかを判断する異常判断手段である。異常判断手段1009による異常判断については後述
する。
【００５５】
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　閾値記憶手段1011は、異常判断手段1009にて異常と判断するための閾値を記憶する記憶
手段であり、EEPROM等の不揮発メモリである。
【００５６】
　閾値生成手段1012は、閾値記憶手段に記憶する閾値を生成する生成手段である。詳細は
後述する。
【００５７】
　続いて、本実施形態におけるスケール1002の説明を行う。図１１は、スケール1002の平
面図である。スケール1002のトラックパターン1101は、２種類のトラックパターン1101a
、1101bが交互に構成されている。
【００５８】
　トラックパターン1101aの反射部は間隔P1で等間隔に形成されていて、スケールの全長L
maxに対して反射部が３９個、つまり全長Lmaxに対して３９周期となるように構成されて
いる。一方、トラックパターン1101bの反射部は間隔P2で等間隔に形成されていて、スケ
ールの全長Lmaxに対して反射部が２０個、つまり全長Lmaxに対して２０周期となるように
構成されている。
【００５９】
　ここで、P2とP1は以下の関係となっている。
　　　P1＝Lmax / 39
　　　P2＝Lmax / 20＝(2×P1)＋α　ただし、α＝－(P1 / 20)
【００６０】
　受光部103は、トラックパターン1101からの反射光を電圧信号sig01～sig16に変換する
。このとき、sig01はトラックパターン1101aの周期に対する位相θ及び、トラックパター
ン1101bの周期に対する位相φを用いて、次のように表すことができる。
　　　sig01＝a1×(sinθ＋sinφ)＋s1
【００６１】
　すると、信号sig02は、次のように表すことができる。
　　　sig02＝a1×sin(θ＋(1/2×P1/(2×P1))×(2×π))
　　　　　 ＋a1×sin［φ＋{1/2×P1/(2×P2)}×(2×π)］＋s1
　　　　　 ＝a1×{cosθ＋sin(φ＋1/4×π＋β)}＋s1　ただし、β＝＋1/(39×4)×π
【００６２】
　ここで、βは、P2がP1の２倍からαだけずれていることに起因する位相ずれ量である。
この位相ずれ量βは位相の変化量に比べて限りなく小さいため、説明の簡略化のためにβ
＝0として説明を行う。
　　　sig02＝a1×｛cosθ＋sin(φ＋1/4×π)｝＋s1
【００６３】
　同様に、信号sig03～sig16は次のように表すことができる。
　　　sig03＝a1×(－sinθ＋cosφ)＋s1
　　　sig04＝a1×｛－cosθ＋cos(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig05＝a1×(sinθ－sinφ)＋s1
　　　sig06＝a1×｛cosθ－sin(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig07＝a1×(－sinθ－cosφ)＋s1
　　　sig08＝a1×｛－cosθ－cos(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig09＝a1×(sinθ＋sinφ)＋s1
　　　sig10＝a1×｛cosθ＋sin(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig11＝a1×(－sinθ＋cosφ)＋s1
　　　sig12＝a1×｛－cosθ＋cos(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig13＝a1×(sinθ－sinφ)＋s1
　　　sig14＝a1×｛cosθ－sin(φ＋1/4×π)｝＋s1
　　　sig15＝a1×(－sinθ－cosφ)＋s1
　　　sig16＝a1×｛－cosθ－cos(φ＋1/4×π)｝＋s1
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【００６４】
　続いて、生成手段1004における周期信号生成及び異常検知信号生成について説明する。
【００６５】
　生成手段1004は、切替え手段1005により第一の周期信号の生成に切替えられると、図１
２（ａ）で示すように、受光部103からの信号sig01～sig16から、次の式で示すように信
号A1a及び信号B1aを生成する。
　　　A1a＝a2×(sig01－sig03＋sig05－sig07＋sig09－sig11＋sig13－sig15)＋s2
　　　　 ＝a2×(8×a1×sinθ)＋s2
　　　B1a＝a2×(sig02－sig04＋sig06－sig08＋sig10－sig12＋sig14－sig16)＋s2
　　　　 ＝a2×(8×a1×cosθ)＋s2
【００６６】
　これにより、トラックパターン1101aに対しては電圧が増幅するように、トラックパタ
ーン1101bに対しては電圧が打ち消し合うように信号A1a及びB1aを生成することができる
。同様に、生成手段1004は、切替え手段1005により第二の周期信号の生成に切替えられる
と、図１２（ｂ）で示すように、受光部103からの信号sig01～sig16から、次の式で示す
ように信号A1b及び信号B1bを生成する。
　　　A1b＝a2×(sig01＋sig02－sig05－sig06＋sig09＋sig10－sig13－sig14)＋s2
　　　　 ＝a2×［4×a1×｛sinφ＋sin(φ＋1/4×π)｝］＋s2
　　　B1b＝a2×(sig03＋sig04－sig07－sig08＋sig11＋sig12－sig15－sig16)＋s2
　　　　 ＝a2×［4×a1×｛cosφ＋cos(φ＋1/4×π)｝］＋s2
【００６７】
　これにより、トラックパターン1101bに対しては電圧が増幅するように、トラックパタ
ーン1101aに対しては電圧が打ち消し合うように信号A1b及びB1bを生成することができる
。
【００６８】
　続いて、次に生成手段1004における異常検知信号生成について説明する。生成手段1004
は、切替え手段1005により異常検知信号の生成に切替えられると、図１２（ｃ）で示すよ
うに、受光部103からの信号sig01～sig16のうち、次の式で示すように信号A2及び信号B2
を生成する。
　　　A2＝a2×(sig01＋sig02＋sig03＋sig04－sig09－sig10－sig11－sig12)＋s2
　　　　＝s2
　　　B2＝a2×(sig05＋sig06＋sig07＋sig08－sig13－sig14－sig15－sig16)＋s2
　　　　＝s2
【００６９】
　これにより、トラックパターン1101a、1101bに対して電圧が打ち消し合うように信号A2
及びB2を生成することができ、位相θ、φによらずs2で一定となる信号を生成することが
できる。そして、トラックパターン1101にごみが付着した場合は実施例１と同様に、異常
がなければ位相θ、φによらずs2で一定となる信号に対して、ゴミによる信号への影響が
現れるため、異常検知信号A2及びB2を用いて異常の検知が可能となる。
【００７０】
　続いて、閾値生成手段1012による閾値生成について図１３、図１４を用いて説明を行う
。図１３に、閾値生成手段1012における動作フローを示す。なお、閾値生成処理は、製品
の生産時に行う処理を想定しており、不図示のスイッチなどから閾値生成が指示された際
に処理を行う。
【００７１】
　S1301で処理を開始し、S1302へ進む。
　S1302では、取得手段107が切替え手段1005に、出力手段106からの出力信号を異常検知
信号に切り替わるよう設定し、S1303へ進む。
　S1303で、閾値の初期値であるmaxA、minA、maxB、minBを、現在の異常検知信号A2及びB
2に設定し、S1304へ進む。
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　S1304では、異常検知信号を再度取得し、S1305へと進む。
　S1305では、閾値maxA、minA、maxB、minBを異常検知信号A2、B2と比較、更新を行い、S
1306へと進む。
　S1306では、不図示のスイッチなどから閾値生成終了が指示されたかどうかを判断し、
終了が指示された場合はS1307へ進み、されていない場合はS1304へ戻る。
　S1307では、閾値が妥当か判断を行い、妥当である場合はS1308へ、妥当でない場合はS1
309へと進む。閾値が妥当かの判断についての説明は後述する。
　S1308では、閾値maxA、minA、maxB、minBを不揮発メモリへと記憶し、S1310へ進む。
　S1309では、通知手段110により異常を通知し、S1310へと進む。
　S1310は処理の終了である。
【００７２】
　続いて、図１４を用いて、閾値算出及び閾値が妥当かの判断について説明を行う。図１
４は異常検知信号A2を示すグラフであり、横軸がエンコーダの可動要素と固定要素の相対
的な位置、縦軸が信号の電圧を示す。また、ampMaxは、設計上ごみ等の異常がない状態（
正常時）において異常検知信号A2の振幅が取りうる最大値であり、異常検知信号A2の振幅
ampAがampMaxを超えると閾値が妥当でないと判断する。
【００７３】
　図１４（ａ）はごみ等の異常がない状態での異常検知信号A2を示すグラフであり、閾値
生成手段1012により図に示すようにmaxA、minAが算出される。ここで、異常検知信号A2の
振幅ampA＝maxA－minAは、先述の位相ずれ量βに起因する信号分に加え信号ノイズ分も加
わっており、生産におけるエンコーダのばらつきを包括して閾値を算出することができる
。また、これらのノイズ分を含めたampAについて、設計で保証しうる最大値がampMaxであ
り、ごみ等の異常がない状態ではampA＜ampMaxとなっているため、閾値が妥当であると判
断される。
【００７４】
　一方、図１４（ｂ）はごみ等の異常による影響を受けた異常検知信号A2を示すグラフで
あり、閾値生成手段1012により図に示すようにmaxA、minAが算出される。この場合、異常
検知信号A2の振幅ampA＝maxA－minAはごみによる影響を受け、ampA＞ampMax となるため
、閾値が妥当でないと判断され、異常を通知することができる。
【００７５】
　以上により、閾値算出時にゴミの影響がある場合、異常を検知し通知することが可能と
なり、正しく閾値の算出を行うことができる。なお、異常検知信号B2における閾値算出及
び閾値が妥当かの判断についても同様である。
【００７６】
　続いて、取得手段107における信号取得、及び異常判断手段1009による異常判断を含め
た、検出手段における動作フローを説明する。図１５に検出手段における動作フローを示
す。
【００７７】
　S1501で処理を開始し、S1502に進む。
　S1502では取得手段107が切替え手段1005に、出力手段106からの出力信号を異常検知信
号に切り替わるよう設定し、S1503に進む。
　S1503では、取得手段107が出力手段106から、異常検知信号である信号A2及びB2を取得
し、S1504に進む。
　S1504では取得手段107が切替え手段1005に、出力手段106からの出力信号を第一の周期
信号に切り替わるよう設定し、S1505に進む。
　S1505では、取得手段107が出力手段106から、第一の周期信号である信号A1a及びB1aを
取得し、S1506に進む。
　S1506では取得手段107が切替え手段1005に、出力手段106からの出力信号を第二の周期
信号に切り替わるよう設定し、S1507に進む。
　S1507では、取得手段107が出力手段106から、第二の周期信号である信号A1b及びB1bを
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取得し、位置算出手段108が信号A1a、B1a、A1b、B1bから位置を算出したのちS1508に進む
。
　S1508では、異常判断手段1009により異常判断を行い、異常がある場合はS1509へ、異常
がない場合はS1510へ進む。異常判断手段1009についての詳細は後述する。
　S1509では、S1507で算出した位置を仮位置として設定し、位置を再算出するためS1502
へ戻る。
　S1510では、S1507で算出した位置を実際の位置として確定し、S1511へと進む。
　S1511は処理の終了である。
【００７８】
　続いて、図１６、図１７を用いて、異常判断についての説明を行う。
【００７９】
　図１６（ａ）はごみ等の異常がない状態おいての異常検知信号A2を示すグラフであり、
横軸がエンコーダの可動要素と固定要素の相対的な位置、縦軸が信号の電圧を示す。また
、maxA、minAは図１４（a）に示すごみ等の異常がない状態で算出した閾値であり、範囲N
は閾値の範囲外、すなわち信号がmaxAより大きいかまたはminAより小さい範囲を示し、異
常判断手段1009が異常と判断する範囲である。ごみ等の異常がない状態おいての異常検知
信号B2についてのグラフは図１６（ａ）で示す異常検知信号A2と同様のため省略する。
【００８０】
　図１６（ｂ）、（ｃ）はごみ等の異常による影響を受けた状態においての、異常検知信
号A2および異常検知信号B2を示すグラフである。
　図１６（ａ）に示す、ごみ等の異常がない状態においては、異常検知信号A2が範囲Nに
入ることがなく、異常判断手段1009が異常と判断することはない。
【００８１】
　一方、図１６（ｂ）、（ｃ）に示す、ごみ等の異常による影響を受けた状態においては
、異常検知信号A2およびB2が範囲Ｎに入り、異常判断手段1009が異常と判断することがで
きる。具体的には、例えば、エンコーダの可動要素と固定要素の相対的な位置がP1である
とき、図１７に示すようにフォトダイオード404～409の範囲にゴミ等による影響601が発
生する。その際、図１６（ｂ）及び（ｃ）に示すように、異常検知信号A2にはゴミの影響
が現れずに正常だと判断されるが、異常検知信号B2にはゴミの影響が表れ、結果異常だと
判断をすることができる。
【００８２】
　以上のように、エンコーダ10により異常検知信号A2及びB2を生成することで、２種類多
重されたトラックパターンにおいても、位置検出手段はエンコーダ10の異常の検知が可能
となる。同様に、２種類に限らずさらに多くのパターンが多重されたトラックパターンに
おいても、位相によらず一定となる異常検知信号を生成することによって異常の判断が可
能となる。尚、本実施形においては異常と判断した際にユーザに通知を行ったり、位置の
再算出を行ったりすることを例として挙げたが、これに限るものではない。
【００８３】
　例えば駆動手段を有する場合、別の位置へと駆動させたのち位置の再算出を行う方法や
、高速で駆動を行う、振動を加える、スケールに向けて送風する、等のごみ除去動作を行
ってもよい。また、エンコーダとして光学式のエンコーダを使用する実施例を例示したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、磁気式或いは静電容量式のエンコーダを使用
してもよい。
【００８４】
　上記の実施例の位置検出装置を、可動光学部材を有するレンズ装置に適用し、可動光学
部材の位置を検出するように構成することで、本発明の効果を享受することができるレン
ズ装置を実現することができる。また、上記の実施例の位置検出装置を、可動光学部材を
有するレンズ装置及びカメラ装置を備える撮影装置に適用し、可動光学部材の位置を検出
するように構成することで、本発明の効果を享受することができる撮影装置を実現するこ
とができる。
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【符号の説明】
【００８５】
10　エンコーダ
101　発光部
102　スケール
103　受光部
104　生成手段
105　切替え手段
106　出力手段
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